
（歳入） 市町村交付金（社会保障財源化分） 157,860 千円

（歳出） 社会保障施策に要する経費 3,272,958 千円

（千円）

国県支出金 町債 その他
引上げ分の
地方消費税

その他

・社会福祉総務費 668,830 347,235 32,259 289,336

・社会福祉施設費 7,462 360 7,102

・老人福祉費 595,653 42,362 67,397 28,729 457,165

・障害者福祉費 704,177 495,880 11,100 33,964 163,233

・児童福祉総務費 776,936 544,404 28,313 37,473 166,746

・児童措置費 368,850 299,770 9,200 17,790 42,090

・母子福祉費 55,845 28,382 22,500 829 2,693 1,441

・保育所費 95,205 2,780 5,731 4,592 82,102

（千円）

（千円）

※森林環境譲与税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等
に必要な財源を安定的に確保する観点から、国民一人一人が等しく負担を分かち合って森林を
支える仕組みとして創設

うち譲与税

本部町森林環境
整備促進基金

1,996 0 0 0 1,996 1,996

9,571

※入湯税とは、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施
設の整備並びに観光の振興（観光施設の整備を含む。）に要する費用に充てるための目的税

○森林環境譲与税の使途状況について

森林環境譲与税
の使途

事業費 国県支出金 町債 その他
一般財源

観光の振興 108,032 71,116 1,026 35,890

入湯税の使途 事業費 国県支出金 町債 その他
一般財源

うち入湯税

○引上げ分の地方消費税収が充てられる社会保障施策に要する経費

社会保障施策に要する経費

財源内訳

特定財源 一般財源

○入湯税の使途状況について


